
 大分市商店街等防犯カメラ設置事業補助金交付要綱を次のように定める。 

 令和５年 ８月 ２８日 

大分市長 足 立 信 也    

 

   大分市商店街等防犯カメラ設置事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、犯罪の防止を図り、地域の安全・安心を保つことを目的として、

防犯カメラの新設、増設及び更新（以下「新設等」という。）をしようとする商店街

等に対し交付する大分市商店街等防犯カメラ設置事業補助金（以下「補助金」とい

う。）に関し、大分市補助金等交付規則（昭和４９年大分市規則第５６号。以下「規

則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（補助対象商店街） 

第２条 補助金の交付の対象となる商店街等（以下「補助対象商店街」という。）は、

次に掲げるものとする。  

⑴ 商店街振興組合法（昭和３７年法律第１４１号）第２条第１項に規定する商店

街振興組合 

⑵ 中小企業団体の組織に関する法律（昭和３２年法律第１８５号）第３条第１項

第１号に規定する事業協同組合（商店街をその地区内に有するものに限る。） 

⑶ 任意に組織された商店街  

⑷ 大分市都町活性化協議会 

⑸ 野津原町商工会 

⑹ その他市長が特に必要と認める団体 



２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助の対象としない。 

 ⑴ 市税を滞納している者 

 ⑵ 過去にこの要綱の規定に基づく補助金の交付を受けている者 

 ⑶ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第

２条第２号に規定する暴力団又は同条第６号に規定する暴力団員と密接な関係

を有する者  

 （補助対象事業） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、補助対

象商店街が行う防犯カメラ（商店街及び地域の安全・安心を保つことを目的として、

不特定多数の者が利用する国道、県道、市道等の公道を撮影するものをいう。以下

同じ。）の新設等とする。 

（補助対象経費） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助対

象事業に要する経費のうち、次に掲げる経費とする。 

⑴ 映像撮影機器、映像記録装置その他防犯カメラのシステムを構成する機器及び

防犯カメラを設置する支柱の購入及び設置に要する経費（既存の設備の撤去に要

する経費を含む。） 

⑵ 防犯カメラを設置したことを証する表示板等（以下「表示板等」という。）の購

入及び設置に要する経費 

⑶ 電力会社等に対する事務手数料 

⑷ その他市長が必要と認めるもの 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、補助の対象としない。 



⑴ 土地の造成及び土地、建物等の使用、取得又は補償に要する経費 

⑵ 防犯カメラのシステムの維持又は管理に要する経費（電気料金及び賃借に要す

る経費を含む。） 

⑶ 消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）（消費税等の免税事業者及

び消費税等の簡易課税事業者に係る消費税等を除く。） 

３ 第１項の規定にかかわらず、国、県その他の機関から補助対象事業について同様

の趣旨の補助等を受けている場合にあっては、同項の規定による補助対象経費の合

計額から当該補助等の額を控除したものを補助対象経費とする。 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、補助対象経費に５分の４を乗じて得た額（その額に１，００

０円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額）とし、２００万円を限度とす

る。 

２ 補助金は、予算の範囲内で交付する。 

（交付の申請） 

第６条 補助金の交付の申請をしようとする者（以下「申請者」という。）は、大分市

商店街等防犯カメラ設置事業補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を

添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要がないと認める

ときは、当該書類の一部を省略させることができる。 

⑴ 事業計画書 

⑵ 収支予算書 

⑶ 防犯カメラの新設等に係る見積書 

⑷ 防犯カメラの仕様が分かる書類の写し 



⑸ 防犯カメラの新設等を行う場所、撮影範囲及び表示板等を示した位置図 

⑹ 防犯カメラの新設等を行う場所の所有者等の承諾書の写し（更新の場合であっ

て既に所有者等から承諾を得ているときは、この限りでない。） 

⑺ 大分県が定める「防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン」に則って

防犯カメラに係る管理及び運用について定めた書類の写し 

⑻ 防犯カメラの新設等を行う商店街の合意形成がされたと分かる書類（総会議事

録、商店街加盟店舗等の同意書等）の写し 

 ⑼ その他市長が必要と認める書類 

（交付の決定） 

第７条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、必要に

応じ現地調査を行った上で、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、

大分市商店街等防犯カメラ設置事業補助金交付決定通知書（様式第２号）により、

申請者に通知するものとする。この場合において、市長は、必要な条件を付すこと

ができる。  

（概算による交付） 

第８条 市長は、補助金の交付の目的を達成するため、補助金の交付の決定を受けた

事業（以下「補助事業」という。）の完了前に補助金の全部又は一部を概算で交付す

ることができる。この場合において、市長は、大分市商店街等防犯カメラ設置事業

補助金概算交付通知書（様式第３号）により、補助金の交付の決定を受けた者（以

下「補助事業者」という。）に通知するものとする。 

 （変更の申請等） 

第９条 補助事業者は、補助事業の内容又は補助事業に要する予算を変更しようとす



るときは、大分市商店街等防犯カメラ設置事業補助金補助事業変更承認申請書（様

式第４号）を市長に提出しなければならない。ただし、補助事業に要する予算の変

更のうち、補助対象経費の２０パーセント以内の増減については、この限りでない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じ

現地調査を行った上で、適当であると認めたときは、その変更を承認し、大分市商

店街等防犯カメラ設置事業補助金補助事業変更承認通知書（様式第５号）により、

補助事業者に通知するものとする。この場合において、市長は、必要な条件を付す

ことができる。 

（実績報告） 

第１０条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、令和６年２月２９日までに大

分市商店街等防犯カメラ設置事業補助金補助事業実績報告書（様式第６号）に次に

掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

⑴ 収支決算書 

⑵ 支払を証する書類 

⑶ その他市長が必要と認める書類 

（補助金の額の確定） 

第１１条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、必要

に応じ現地調査を行った上で、適当であると認めたときは、補助金の額を確定し、

大分市商店街等防犯カメラ設置事業補助金額確定通知書（様式第７号）により、補

助事業者に通知するものとする。 

（請求） 

第１２条 補助事業者は、補助金の交付を請求しようとするときは、大分市商店街等



防犯カメラ設置事業補助金交付請求書（様式第８号）を市長に提出しなければなら

ない。 

（交付決定の取消し等） 

第１３条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交

付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消し

の部分について、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求

めるものとする。 

⑴ 補助金を他の用途に使用したとき。 

⑵ 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

⑶ 法令、規則又はこの要綱及び市長の指示に違反したとき。 

⑷ 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

（補則） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が

別に定める。 

附 則 

 （施行期日）  

１ この要綱は、令和５年 ９月 １日から施行する。 

 （この要綱の失効） 

２ この要綱は、令和６年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、同日までに第

７条の規定による交付の決定を受けた補助事業者については、なおその効力を有す

る。 

 



様式第１号（第６条関係） 

年  月  日 

 

 

大分市商店街等防犯カメラ設置事業補助金交付申請書 

 

 

大分市長         殿 

 

                 （申請者） 

所在地 

団体名 

代表者名 

担当者名 

連絡先         

 

 

 大分市商店街等防犯カメラ設置事業補助金の交付を受けたいので、大分市商店街等

防犯カメラ設置事業補助金交付要綱第６条の規定により、次のとおり申請します。 

 

 

１ 補助対象経費                      円 

 

２ 補助金交付申請額                    円 

 

３ 防犯カメラ台数                     台 

  

４ 添付書類 

 

 



様式第２号（第７条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

 

大分市商店街等防犯カメラ設置事業補助金交付決定通知書 

 

 

           殿 

 

大分市長          印 

 

 

     年  月  日付けで申請のあった大分市商店街等防犯カメラ設置事業

補助金については、次のとおり交付することに決定したので、大分市防犯カメラ設置

事業補助金交付要綱第７条の規定により通知します。 

 

 

 １ 補助対象経費                      円 

 

２ 補助金交付決定額                    円 

 

３ 対象防犯カメラ台数                   台 

 

４ 補助の条件 

  



様式第３号（第８条関係） 

 

第     号 

年  月  日 

 

 

大分市商店街等防犯カメラ設置事業補助金概算交付通知書 

 

 

          殿 

 

大分市長          印 

 

 

     年  月  日付け   第   号で交付の決定をした大分市防犯カ

メラ設置事業補助金について、次のとおり概算で交付するので、大分市防犯カメラ設

置事業補助金交付要綱第８条の規定により通知します。 

 

 

 １ 補助金交付決定額                    円 

 

 ２ 補助金概算交付額                    円 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



様式第４号（第９条関係） 

年  月  日 

 

 

大分市商店街等防犯カメラ設置事業補助金補助事業変更承認申請書 

 

 

大分市長        殿 

 

               （補助事業者） 

所在地 

団体名 

代表者名 

担当者名 

連絡先         

 

 

 

     年  月  日付け   第   号  で交付の決定を受けた大分市

商店街等防犯カメラ設置事業補助金に係る事業について変更をしたいので、大分市商

店街等防犯カメラ設置事業補助金交付要綱第９条第１項の規定により、次のとおり申

請します。 

 

 １ 変更の内容 

 

２ 変更の理由 

 

３ 補助対象経費    変更前               円 

変更後               円 

 

４ 補助金交付申請額  変更前               円 

             変更後               円 

 

５ 添付書類 

  



様式第５号（第９条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

 

大分市商店街等防犯カメラ設置事業補助金補助事業変更承認通知書 

 

 

          殿 

 

大分市長          印 

 

 

     年  月  日付けで申請のあった大分市商店街等防犯カメラ設置事業

補助金補助事業に係る変更については、次のとおり承認したので、大分市商店街等防

犯カメラ設置事業補助金交付要綱第９条第２項の規定により通知します。 

 

 

 １ 交付決定年月日及び通知書番号        年  月  日 

                         第     号 

 

 ２ 変更後の補助対象経費                  円 

 

３ 変更後の補助金交付決定額                円 

 

４ 補助の条件 

 

  



様式第６号（第１０条関係） 

年  月  日 

 

 

大分市商店街等防犯カメラ設置事業補助金補助事業実績報告書 

 

 

大分市長        殿 

 

（補助事業者） 

所在地 

団体名 

代表者名 

担当者名 

連絡先         

 

 

 

     年  月  日付け   第   号で交付の決定を受けた大分市商店

街等防犯カメラ設置事業補助金については、その事業を完了したので、大分市商店街

等防犯カメラ設置事業補助金交付要綱第１０条の規定により、次のとおり報告します。 

 

 

１ 事業完了年月日                 年  月  日 

 

 ２ 補助金交付決定額                      円 

 

 ３ 補助対象経費                        円 

 

 ４ 防犯カメラ台数                       台 

 

 ５ 添付書類 

 



様式第７号（第１１条関係） 

 

第     号 

年  月  日 

 

 

大分市商店街等防犯カメラ設置事業補助金額確定通知書 

 

 

          殿 

 

大分市長          印 

 

 

     年  月  日付け   第   号で交付の決定をした大分市商店街

等防犯カメラ設置事業補助金について、その額を次のとおり確定したので、大分市商

店街等防犯カメラ設置事業補助金交付要綱第１１条の規定により通知します。 

 

 

 

補助金の交付確定額                   円 

  



様式第８号（第１２条関係） 

 

年  月  日 

 

 

大分市商店街等防犯カメラ設置事業補助金交付請求書 

 

 

 大分市長        殿 

（補助事業者） 

所在地 

団体名 

代表者名 

担当者名             

連絡先 

 

 

     年  月  日付け   第   号  で交付の決定を受けた大分市

商店街等防犯カメラ設置事業補助金について、大分市商店街等防犯カメラ設置事業補

助金交付要綱第１２条の規定により、次のとおり請求します。 

 

 

 

１ 補助金交付請求額                   円 

 

２ 振込先 

 

金融機関名  

支 店 名  

種  類 普通     当座 

口 座 番 号  

口 座 名 義 
（ﾌﾘｶﾞﾅ） 

 

 

 

 

 


